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○

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

外
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
三
、
第
三
号
ハ
及
び
ニ
、
第
三
号
の
二

八

外
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
三
、
第
三
号
ハ
及
び
ニ
、
第
三
号
の
二

ロ
、
第
四
号
ロ
、
第
四
号
の
二
ロ
、
第
四
号
の
三
ロ
、
第
四
号
の
四
、
第
五

ロ
、
第
四
号
ロ
、
第
四
号
の
二
ロ
、
第
四
号
の
三
ロ
、
第
四
号
の
四
、
第
五

号
ロ
並
び
に
第
五
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
第
六
号
及
び
第
六

号
ロ
並
び
に
第
五
号
の
二
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
第
六
号
の
二
に
掲

号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

）
を
い
う
。

九
～
二
十
九

（
略
）

九
～
二
十
九

（
略
）

（
令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
）

（
令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
）

第
八
条

令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
八
条

令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券(

資
産
流

二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券(

資
産
流

動
化
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
約
束
手
形
を
除
く
。)

の
性
質
を

動
化
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
約
束
手
形
を
除
く
。)

の
性
質
を

有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）
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三

（
略
）

三

（
略
）

四

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
五
号

四

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
五
号

、
第
六
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有

、
第
六
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
で
第
二
号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
又
は
同
項
第
四

す
る
も
の
で
第
二
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
又
は
同
項
第

号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の

四
号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
十
三

五

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
十
三

号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

第
十
一
条
の
五

法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
届
出
書
を
提
出
し

第
十
一
条
の
五

法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
届
出
書
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
届
出
書
提
出
外
国
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

よ
う
と
す
る
届
出
書
提
出
外
国
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
同
項
第
一
号
に

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
書
類
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
そ
の
補
足
書
類
（
同
条
第
七

掲
げ
る
書
類
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
そ
の
補
足
書
類
（
同
条
第
七

項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
補
足

項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
補
足

書
類
を
い
う
。
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に

書
類
を
い
う
。
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
三
通
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
同
じ
。
）
三
通
を
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
有

（
新
設
）

価
証
券
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特
定
有
価
証
券

信
託
受
益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
に
つ
き
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

九

特
定
預
託
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
係
る

（
新
設
）
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権
利
を
表
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特
定
預
託
証
券
に
表
示
さ
れ
る

権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
に
つ
き
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


